	お申込み、お支払い手続きについて

　▼お申込み

　　はじめに、寄附申込書よりお申込みをお願いします。

　　寄附申込書は、①郵便、②ファックス、③電子メールにより金山町役場
　総務課総合政策係までお送り下さい。
　　申込書は町ホームページからダウンロードできます。また、ご希望があれば
　郵送いたします。

　　寄附金はいくらからでも受付させていただきますが、１万円以上ご寄附いた
　だきますと、5,000円相当の金山町名産品など「お礼の品」をお贈りいたします。

　　（各年1月から12月までご寄附総額が1万円以上の場合、1品を贈呈さ

　　せていただきます。）
　▼寄附金のお支払方法

　　下記の３種類からお選びいただけます。

　　なお、お振込みいただいた際の領収書等は確定申告に必要となる場合が
　ありますので、大切に保存してください。
　①郵便振替　

　　寄附申込書受領後に、町から送付する専用の振替用紙により、最寄の
　ゆうちょ銀行か郵便局からお振込み下さい。

　　振込手数料は町が負担します。

　②現金書留
　　末尾に記載している「お問合せ先」の住所へお送り下さい。

　　申し訳ございませんが、郵送料はご負担いただくことになります。

	　③町指定口座への振込み
　●町指定金融機関からお振込みの場合
　　寄附申込書受領後に、町から送付する納入通知書により下記金融機関で

　お納め下さい。

　手数料は無料です。

　　【町指定金融機関】

　　　荘内銀行本・支店、山形銀行本・支店、新庄信用金庫本・支店　
　　　金山農業協同組合
　●上記以外の金融機関からお振込みの場合
　　上記以外の金融機関をご利用の場合は、下記の口座へお振込み下さい。

　申し訳ございませんが、手数料はご負担いただくことになります。

　　【振込先口座】

　　　　　荘内銀行　金山支店　普通預金　９３６６１　
　　　　　金山町会計管理者
・・振り込め詐欺にはご注意下さい・・ 
　　「ふるさと納税」を語った寄付の強要や詐欺行為には十分にご注意下さい。

　　　電話などで、現金自動預払機（ＡＴＭ）による振込みをお願いすることは
　　絶対にありません。
　　
　▼お問合せ先
　　　〒999-5402　山形県最上郡金山町大字金山324-1　

　　　金山町役場　総務課総合政策係

　　　　　　　　(TEL) 0233-52-2111  (FAX) 0233-52-2004　

　　　　　　　　(E-Mail) seisaku@town.kaneyama.yamagata.jp








